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表紙

証券コード：7021

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、株主

総会当日のご来場をお控えいただき、事前に書面ま

たはインターネットにより議決権を行使くださいま

すようお願い申しあげます。

　

臨時株主総会

招集ご通知

目　　次

臨時株主総会招集ご通知……………… 1

株主総会参考書類……………………… 5
　

開催日時

開催場所

議　　案

2021年12月23日（木曜日）午前10時

受付開始 午前９時

東京都港区赤坂一丁目11番30号

赤坂一丁目センタービル

13階　本社会議室

(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照くだ

さい。)

議案 当社株式の大量取得行為に関する対応

策（買収防衛策）更新の件
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株主各位

証券コード　7021
2021年12月７日

株　主　各　位
東京都港区赤坂一丁目11番3 0号

取締役社長  瀬 靖 夫

１．日 時 2021年12月23日（木曜日）午前10時

２．場 所 東京都港区赤坂一丁目11番30号

赤坂一丁目センタービル13階　本社会議室

（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．会議の目的事項

決 議 事 項

議　　　案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

臨時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

　さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

　株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、本株

主総会につきましては、ご来場をお控えいただき、極力、書面またはインターネットに

よる議決権行使をお願いいたします。

　なお、議決権行使につきましては、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討い

ただき、３頁から４頁のご案内に従って、2021年12月22日（水曜日）午後５時30分まで

に議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

以　上

－ 1 －
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株主各位

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付に提出くださいますようお願い申しあげます。

◎株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.nitchitsu.co.jp）に掲載

させていただきます。

＜株主様へのお願い＞

・株主総会当日までの新型コロナウイルスの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上記対応を変更する場合がござい

ます。インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.nitchitsu.co.jp）より、発信情報をご確認くださいますよ

う、併せてお願い申しあげます。

・ご出席される株主様におかれましては、マスクの着用と受付付近に設置しますアルコール消毒液の使用をお願いいたしま

す。

・会場入口付近で検温をさせていただく場合もございますので、株主の皆様のご理解並びにご協力をお願い申しあげます。

発熱があると認められる方、体調不良と思われる方は、入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。

・株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で応対させていただきます。

－ 2 －
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますよう
お願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に

ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を

行使される場合

インターネットで議決権を

行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場

受付にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案

に対する賛否をご表示のうえ、

ご返送ください。

次ページの案内に従って、議案

の賛否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2021年12月23日（木曜日）

午前10時
（受付開始：午前９時）

2021年12月22日（水曜日）

午後５時30分到着分まで

2021年12月22日（水曜日）

午後５時30分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

こちらに議案の賛否をご記入ください。

議案

● 賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 反対する場合 「否」の欄に〇印

議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用

議決権行使

ウェブサイト

ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見 本

※議決権行使書用紙はイメージです。

書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権
行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたもの
を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

－ 3 －
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議決権行使についてのご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・
パスワードを入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく

議決権行使ウェブサイトにログインすることができま

す。

議決権行使

ウェブサイト
https://www.web54.net

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数です

がPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載

の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログ

イン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト

へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用

議決権行使

ウェブサイト

ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用

議決権行使

ウェブサイト

ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見本

見本

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を

クリック

議決権行使書用紙に記載された

「議決権行使コード」をご入力ください。
2

「議決権行使コード」

を入力

「ログイン」を

クリック

議決権行使書用紙に記載された

「パスワード」をご入力ください。
3

「パスワード」

を入力

実際にご使用になる

新しいパスワードを

設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で

パソコンやスマートフォンの操作方法などが

ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）
（受付時間　９：00～21：00）

－ 4 －
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買収防衛策更新議案

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議　　　案　当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

１．提案の理由

　当社は、2021年10月20日開催の取締役会において、当社の企業価値及び株主共同の利

益を確保し、向上させることを目的として、当社の財務及び事業の方針の決定を支配す

る者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第118条第３号に規定されるものをい

い、以下「基本方針」といいます。）を定めるとともに、基本方針に照らして不適切な

者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

（会社法施行規則第118条第３号ロ(2)）として、当社株式の大量取得行為に関する対応

策（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）を導入することを決議いたしまし

た。

　本プランは、2021年10月20日付けで効力を生じており、その有効期間は、同日から本

総会終結の時までとされておりますが、本総会において本プランの更新について承認が

得られた場合には、その有効期間は本総会終結後３年以内に終了する事業年度のうち最

終のものに関する定時株主総会終結の時まで延長されるものとされております。

　従いまして、本プランを更新することにつきまして、株主の皆様のご承認をお願いす

るものであります。

　なお、当社は、直近での急激な信用取引の増加など当社株式の市場における取引状況

や上場会社との協議等を経ずに株式を大量に取得する事例が増加している昨今のわが国

の資本市場の状況等を踏まえ、本プランの導入を決議し、本総会において本プランの更

新をお諮りさせていただくものですが、当社株式の直近での急激な信用取引の増加に係

る事実関係の概要は以下のとおりです。

(1) 植島幹九郎氏（以下「植島氏」といいます。）が提出した2021年９月29日付大量

保有報告書によれば、植島氏は、同年７月20日より当社株式の取得を開始し、そ

の後も取得を継続しており、同年９月21日時点における植島氏の当社株式に係る

株券等保有割合は5.00%に至ったとのことでした。なお、同大量保有報告書によ

－ 5 －
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買収防衛策更新議案

れば、植島氏の保有する当社株式のほとんどは信用取引により買い建てられてお

り、当社株式の保有目的については、「純投資及び状況に応じて経営陣への助

言、重要提案行為などを行うこともありうる。」と記載されております。

(2) 植島氏がその後相次いで提出した変更報告書によれば、植島氏は、当社株式の買

増し（その大部分が信用取引によるものと推察されます。）を継続しており、

2021年10月20日付変更報告書No.６によれば、同月13日時点における植島氏の当

社株式に係る株券等保有割合は17.40%に至ったとのことでした。

(3) 植島氏が提出した同年10月28日付変更報告書No.８によれば、植島氏は、当社が

2021年10月20日付プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買

収防衛策）の導入について」を公表した日の翌日以降は当社株式の処分を行い、

同月25日時点における植島氏の当社株券等保有割合は2.99%に減少したとのこと

です。

(4) なお、2021年11月15日現在、上記の当社株式の取得及び処分等に関する植島氏か

ら当社に対する連絡は一切ありません。

２．提案の内容

　Ⅰ．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　当社は、特定の者による当社株式の大量取得行為の提案を受け入れるか否かは、

当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上に資するものであれば、これを否定

するものではなく、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると認

識しております。

　しかし、機械関連事業、資源関連事業、不動産関連事業及び素材関連事業の多角

化を通じて、当社グループ（当社及びその子会社をいい、以下「当社グループ」と

いいます。）の収益力向上と安定を図るという当社の経営にあたっては、豊富な経

験と見識、顧客、従業員及び取引先等のステークホルダーとの間に築かれた関係等

への理解が必要不可欠であり、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者にお

いて、これらに対する理解がない場合には、当社グループの企業価値又は株主共同

の利益の確保・向上が妨げられる可能性があります。

　当社は、当社株式の大量取得行為が行われる場合、買付者からの必要かつ十分な

情報の提供なくしては、当該大量取得行為が当社の企業価値又は株主の皆様の共同

－ 6 －
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買収防衛策更新議案

利益に及ぼす影響を、株主の皆様にご判断いただくことは困難であると考えます。

また、大量取得行為の中には、ステークホルダーとの良好な関係を保持することが

できない可能性がある等、当社グループの企業価値の源泉が長期的にみて毀損され

るおそれがあるもの、当社グループの企業価値又は株主の皆様の共同利益が損なわ

れるおそれのあるものも考えられます。

　上記の観点から、当社取締役会は、大量取得者に株主の皆様のご判断のための必

要かつ十分な情報を提供するよう求めたうえ、大量取得者の提案が当社グループの

企業価値又は株主の皆様の共同利益に及ぼす影響について当社取締役会が評価・検

討できるようにするとともに、当社の企業価値・株主共同の利益を損なう大量取得

行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であ

り、そのような者による大量取得行為に対して必要かつ相当な対抗措置を採ること

により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保することが、株主の皆様か

ら負託された者の責務であると考えております。

　Ⅱ．本プランの目的及び内容

　１．本プランの目的

　本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させること

を目的として、上記Ⅰ.に記載した基本方針に沿って更新されるものです。

　当社取締役会は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益に資さない大量取得行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配

する者として不適切であると考えています。本プランは、こうした不適切な者によ

って当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値

ひいては株主共同の利益に反する大量取得行為を抑止するとともに、当社株式に対

する大量取得行為が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案す

る、あるいは株主の皆様がかかる大量取得行為に応じるべきか否かを判断するため

に必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能

とすることを目的としております。

－ 7 －
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買収防衛策更新議案

　２．本プランの概要

　本プランは、当社株券等の20％以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者

に事前の情報提供を求める等、上記の目的を実現するために必要な手続を定めてお

ります。

　買収者は、本プランに係る手続に従い、当社取締役会において本プランを発動し

ない旨が決定された場合に、当該決定時以降に限り当社株券等の大量取得行為を行

うことができるものとされています。

　買収者が本プランに定められた手続に従わない場合や当社株券等の大量取得行為

が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれがある場合等で、本プ

ラン所定の発動要件を満たす場合等には、当社は、買収者等による権利行使は原則

として認められないとの行使条件及び当社が買収者等以外の者から当社株式と引換

えに新株予約権を取得できる旨の取得条項が付された新株予約権に係る新株予約権

無償割当てその他の法令及び当社定款の下でとりうる合理的な施策を実施します。

本プランに従って新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当社による取得

に伴って買収者以外の株主の皆様に当社株式が交付された場合には、買収者の有す

る当社の議決権割合は、最大約50％まで希釈化される可能性があります。

　当社は、本プランに従った新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の

判断については、取締役の恣意的判断を排するため、当社経営陣から独立した社外

取締役及び社外の有識者等から構成される独立委員会を設置し、その客観的な判断

を経るものとしております。また、当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定

の場合には、株主総会を開催し、株主の皆様の意思を確認することがあります。

　こうした手続の過程については、適宜株主の皆様に対して情報開示を行い、その

透明性を確保することとしております。
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３．本プランの内容

(1) 本プランの発動に係る手続

(a) 対象となる買付等

　本プランは、下記①、②若しくは③に該当する当社株券等の買付その他の取

得又はこれらに類似する行為（これらの提案（注１）を含みます。）（当社取

締役会が本プランを適用しない旨別途認めたものを除くものとし、以下「買付

等」といいます。）がなされる場合を適用対象とします。

記

①当社が発行者である株券等（注２）について、保有者（注３）の株券等保

有割合（注４）が20％以上となる買付その他の取得

②当社が発行者である株券等（注５）について、公開買付け（注６）を行う

者の株券等所有割合（注７）及びその特別関係者（注８）の株券等所有割

合の合計が20％以上となる公開買付け

③上記①若しくは②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、(ⅰ)当

社の株券等の取得をしようとする者又はその共同保有者（注９）若しくは

特別関係者（以下本③において「株券等取得者等」といいます。）が、当

社の他の株主（複数である場合を含みます。以下本③において同じとしま

す。）との間で行う行為であり、かつ、当該行為の結果として当該他の株

主が当該株券等取得者等の共同保有者に該当するに至るような合意その他

の行為、又は当該株券等取得者等と当該他の株主との間にその一方が他方

を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係

（注10）を樹立するあらゆる行為（注11）であって、(ⅱ)当社が発行者で

ある株券等につき当該株券等取得者等と当該他の株主の株券等保有割合の

合計が20％以上となるような行為

　買付等を自ら単独で又は他の者と共同ないし協調して行う又は行おうとする

者（以下「買付者等」といいます。）は、本プランに定められる手続に従うも

のとし、本プランに従い当社取締役会が新株予約権（その主な内容は下記(3)

「本新株予約権の無償割当ての概要」に定めるとおりとし、以下にかかる新株

予約権を「本新株予約権」といいます。）の無償割当て等の不実施に関する決

議を行うまでの間、買付等を実行してはならないものとします。
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(b) 意向表明書の提出

　買付者等は、買付等の開始又は実行に先立ち、別途当社の定める書式によ

り、本プランの手続を遵守する旨の誓約文言等を含む法的拘束力のある書面

（買付者等の代表者による署名又は記名捺印のなされたものとし、また、条件

又は留保等は付されてはならないものとします。）及び当該署名又は捺印を行

った代表者の資格証明書（以下、これらをあわせて「意向表明書」といいま

す。）を当社に対して提出していただきます。意向表明書には、買付者等の氏

名又は名称、住所又は本店、事務所等の所在地、設立準拠法、代表者の氏名、

日本国内における連絡先及び企図されている買付等の概要等を明示していただ

きます。なお、意向表明書及び下記(c)に定める買付説明書その他買付者等が

当社又は独立委員会に提出する資料における使用言語は日本語に限ります。

(c) 買付者等に対する情報提供の要求

　当社は、意向表明書を受領した日から10営業日以内に、買付説明書（以下に

定義されます。）の様式（買付者等が当社に提供すべき情報のリストを含みま

す。）を買付者等に対して交付いたします。買付者等は、当社が交付した書式

に従い、下記の各号に定める情報（以下「本必要情報」といいます。）等を記

載した書面（以下「買付説明書」と総称します。）を当社取締役会に対して提

出していただきます。なお、当社は、必要に応じて、買付者等に対し買付説明

書その他の情報の提供に期限を設定することがあります。

　当社取締役会は、買付説明書を受領した場合、速やかにこれを独立委員会

（独立委員会の委員の選任基準、決議要件、決議事項等については、別紙１

「独立委員会規則の概要」、本プラン更新時の独立委員会の委員の略歴等につ

いては、別紙２「独立委員会委員略歴」に記載のとおりです。）に送付しま

す。独立委員会は、当該買付説明書の記載内容が本必要情報として不十分であ

ると判断した場合には、買付者等に対し、適宜回答期限を定めた上、追加的に

情報を提供するよう求めることがあります。この場合、買付者等においては、

当該期限までに、かかる情報を追加的に提供していただきます。
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記

①買付者等及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及び買付者等を被支

配法人等（注12）とする者の特別関係者）の詳細（名称、資本関係、財務

内容、経営成績、過去の法令違反等の有無及び内容、並びに当該買付者等

による買付等と同種の過去の取引の詳細等を含みます。）（注13）

②買付等の目的、方法及び具体的内容（対価の価額・種類、時期、関連する

取引の仕組み、方法の適法性、実現可能性等を含みます。）

③買付等の価格及びその算定根拠

④買付者等と第三者との間の当社の株券等に関する合意の内容及び買付者等

による当社の株券等の過去の取得に関する情報

⑤買付等の資金の裏付け（買付等の資金の提供者（実質的提供者を含みま

す。）の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。）

⑥買付等の後における当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配

当政策

⑦買付等の後における当社の株主（買付者等を除きます。）、当社グループ

の従業員、取引先、顧客等の利害関係者に対する対応方針

⑧当社の他の株主との間の利益相反を回避するための具体的方策

⑨反社会的勢力との関係に関する情報

⑩その他当社取締役会又は独立委員会が合理的に必要と判断する情報

(d) 買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の検討

①当社取締役会に対する情報提供の要求

　独立委員会は、買付者等から買付説明書その他の情報（追加的に提出を求

めた情報も含みます。以下同じとします。）が提出されたと合理的に認めた

場合、当社取締役会に対しても、適宜回答期限（以下「取締役会検討期間」

といいます。）を定めた上、買付者等の買付等の内容に対する意見（留保す

る旨の意見を含むものとします。以下同じとします。）及びその根拠資料、

代替案（もしあれば）その他独立委員会が適宜必要と認める情報等を提供す

るよう要求することができます。
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②独立委員会による検討等

　独立委員会は、買付者等からの買付説明書その他の情報等の提供が十分に

なされたと認めた場合、情報等の受領から90日間が経過するまでの間（取締

役会検討期間を含み、以下「独立委員会検討期間」といいます。）、買付等

の内容の検討、買付者等と当社取締役会の経営計画・事業計画等に関する情

報収集・比較検討、及び当社取締役会の提供する代替案の検討等を行いま

す。

　独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するよ

うになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、ファイ

ナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、税理士、コンサルタント

その他の専門家の助言を得ることができるものとします。

　また、独立委員会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向

上という観点から当該買付等の内容を改善させるために必要であれば、直接

又は間接に、当該買付者等と協議・交渉等を行うものとします。買付者等

は、独立委員会が、直接又は間接に、検討資料その他の情報提供、協議・交

渉等を求めた場合には、速やかにこれに応じなければならないものとしま

す。

　なお、独立委員会は、買付者等の買付等の内容の検討・代替案の検討・買

付者等との交渉等に必要とされる合理的な範囲内（ただし、30日間を上限と

するものとします。）で、独立委員会検討期間を延長することができるもの

とします。

(e) 独立委員会の勧告

　独立委員会は、買付等が下記(2)「本新株予約権の無償割当て等の要件」に

おいて定められる発動事由（同(2)に記載される準発動事由も含み、以下「本

発動事由」と総称します。）に該当すると判断した場合等には、引き続き買付

者等より情報提供を受ける必要や買付者等との間で交渉・協議等を行う必要が

ある等の特段の事情がある場合を除き、当社取締役会に対して、本新株予約権

の無償割当てその他の法令及び当社定款の下でとりうる合理的な施策（注14）

（以下「本新株予約権の無償割当て等」と総称します。）を実施することを勧

告します。なお、独立委員会は、本新株予約権無償割当て等を実施するにあた

り、予め株主意思の確認を得るべき旨の留保を付すことができるものとしま

す。
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　上記にもかかわらず、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての実施

の勧告をした後も、以下のいずれかの事由に該当すると判断した場合には、本

新株予約権の無償割当てに係る権利落ち日の前々営業日までにおいては本新株

予約権の無償割当てを中止し、又は本新株予約権の無償割当ての効力発生日以

降本新株予約権の行使期間の開始日の前日までにおいては本新株予約権を無償

にて取得すべき旨の新たな勧告を行うことができるものとします。

(i)　当該勧告後に買付者等が買付等を撤回した場合その他買付等が存しなく

なった場合

(ii)　当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じる等の理由によ

り、本発動事由が存しなくなった場合

　他方、独立委員会は、買付等について本発動事由に該当するとの判断に至ら

なかった場合は、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当て等を実施

すべき旨の勧告を行わないものとします。

　上記にもかかわらず、独立委員会は、その後も、当該判断の前提となった事

実関係等に変動が生じ、買付等が本発動事由に該当することとなった場合に

は、本新株予約権の無償割当て等を実施すべき旨の新たな勧告を行うことがで

きるものとします。

　上記のほか、独立委員会は、買付等について、当社の企業価値ひいては株主

共同の利益を害するおそれがある場合、その理由を付して、株主総会を開催し

買付者等の買付等に関する株主意思の確認を行うこと等を勧告することもでき

るものとします。

(f) 取締役会の決議

　当社取締役会は、次の(g)に基づき株主意思確認総会を開催する場合には、

当該株主意思確認総会の決議に従い決議を行うものとします。また、当該株主

意思確認総会が開催されない場合には、独立委員会からの上記(e)に従った勧

告を最大限尊重して、本新株予約権の無償割当て等の実施又は不実施等に関す

る会社法上の機関としての決議を行うものとします。
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(g) 株主意思確認総会の開催

　当社取締役会は、(ⅰ)上記(e)に従い、独立委員会が、本新株予約権の無償

割当て等の実施に際して、予め株主意思の確認を得るべき旨の留保を付した場

合、若しくは買付者等の買付等に関する株主意思の確認を行うことを勧告した

場合、又は(ⅱ)当社取締役会が、買付等に対して本新株予約権無償割当て等を

実施すべきと考える場合であって、取締役の善管注意義務に照らし、株主意思

を確認することが適切と判断する場合には、株主総会（以下「株主意思確認総

会」といいます。）を招集し、株主の皆様の意思を確認することができるもの

とします。

(h) 情報開示

　当社は、本プランの運用に際しては、適用ある法令又は金融商品取引所の規

程等に従い、本プランの各手続の進捗状況（意向表明書・買付説明書が提出さ

れた事実、独立委員会検討期間が開始した事実及び独立委員会検討期間の延長

が行われた事実を含みます。）又は独立委員会による勧告等の概要、当社取締

役会の決議の概要、その他独立委員会又は当社取締役会が適切と考える事項に

ついて、適時に情報開示を行います。

(2) 本新株予約権の無償割当て等の要件

　本プランの発動として本新株予約権の無償割当てを実施するための要件は、下記

のとおりです。なお、上記(1)「本プランの発動に係る手続」(e)記載のとおり、下

記の要件の該当性については、必ず独立委員会の勧告を経て決定されることになり

ます。

記

発動事由その１

本プランに定められた手続に従わない買付等であり（買付等の内容を判断するた

めに合理的に必要とされる時間や情報の提供がなされない場合を含みます。）、

かつ本新株予約権の無償割当てを実施することが相当である場合
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発動事由その２

下記のいずれかに該当し、かつ本新株予約権の無償割当てを実施することが相当

である場合

(a) 下記に掲げる行為等により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合

①株券等を買い占め、その株券等について当社又は当社関係者等に対

して高値で買取りを要求する行為

②当社の経営を一時的に支配して、当社グループの重要な資産等を廉

価に取得する等当社の犠牲の下に買付者等の利益を実現する経営を

行うような行為

③当社グループの資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保

や弁済原資として流用する行為

④当社の経営を一時的に支配して、当社グループの事業に当面関係し

ていない高額資産等を処分させ、その処分利益をもって、一時的な

高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会をねら

って高値で売り抜ける行為

(b) 強圧的二段階買付（最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、

二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開

買付け等の株式買付を行うことをいいます。）等、株主に株式の売却

を事実上強要するおそれのある買付等である場合

(c) 買付等の条件（対価の価額・種類、時期、方法の適法性、実現可能

性、又は買付等の後における当社の他の株主、当社グループの従業

員、顧客、取引先その他の当社に係る利害関係者に対する方針等を含

みます。）が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適当な買付等であ

る場合

(d) 当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当社グループの従業員、

顧客、取引先、地域社会その他のステークホルダーとの関係を損なう

こと等により、当社の企業価値又は株主共同の利益に反する重大なお

それをもたらす買付等である場合
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　上記のほか、当社は、上記の各発動事由に準じる要件が充足され、かつ、相当性

を有する場合（本プランにおいて「準発動事由」といいます。）には、本プランの

発動として法令及び当社定款の下でとりうる合理的な施策を講じることがありま

す。この場合も、上記(1)「本プランの発動に係る手続」(e)のとおり、必ず独立委

員会の勧告を経て決定されることになります。

(3) 本新株予約権の無償割当ての概要

　本プランに基づき本新株予約権の無償割当てを実施する場合の概要は、以下のと

おりです。

(a) 本新株予約権の数

　本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議又は株主総会決議（以下

「本新株予約権無償割当て決議」といいます。）において別途定める一定の日

（以下「割当期日」といいます。）における当社の最終の発行済株式総数（た

だし、同時点において当社の有する当社株式の数を控除します。）と同数とし

ます。

(b) 割当対象株主

　割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された当社以外の株主（以下

「割当対象株主」といいます。）に対し、その有する当社株式１株につき本新

株予約権１個の割合で、本新株予約権を割り当てます。

(c) 本新株予約権の無償割当ての効力発生日

　本新株予約権無償割当て決議において別途定める日とします。

(d) 本新株予約権の目的である株式の数

　本新株予約権１個の目的である当社株式の数（以下「対象株式数」といいま

す。）は、原則として１株とします。
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(e) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行

使に際して出資される財産の当社株式１株当たりの価額は、１円を下限とし当

社株式１株の時価の２分の１の金額を上限とする金額の範囲内で本新株予約権

無償割当て決議において別途定める価額とします。なお、「時価」とは、本新

株予約権無償割当て決議に先立つ過去90日間（取引が成立しない日を除きま

す。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の各日の終値の平均

値（気配表示を含みます。）に相当する金額とし、１円未満の端数は切り上げ

るものとします。

(f) 本新株予約権の行使期間

　本新株予約権無償割当て決議において別途定める日を初日（以下、かかる行

使期間の初日を「行使期間開始日」といいます。）とし、原則として、１ヶ月

間から６ヶ月間までの範囲で本新株予約権無償割当て決議において別途定める

期間とします。

(g) 本新株予約権の行使条件

　(Ⅰ)特定大量保有者（注15）、(Ⅱ)特定大量保有者の共同保有者、(Ⅲ)特定

大量買付者（注16）、(Ⅳ)特定大量買付者の特別関係者、若しくは(Ⅴ)上記

(Ⅰ)乃至(Ⅳ)に該当する者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ること

なく譲り受け若しくは承継した者、又は、(Ⅵ)上記(Ⅰ)乃至(Ⅴ)に該当する者

の関連者（注17）（以下、(Ⅰ)乃至(Ⅵ)に該当する者を「非適格者」と総称し

ます。）は、原則として、本新株予約権を行使することができません。

　また、外国の適用法令上、本新株予約権の行使にあたり所定の手続が必要と

される非居住者も、原則として本新株予約権を行使することができません（た

だし、非居住者の保有する本新株予約権も、適用法令に抵触しないことが確認

されることを条件として、下記(i)②のとおり、当社による当社株式を対価と

する取得の対象となります。）。さらに、本新株予約権の行使条件を充足して

いること等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所

定の書式による誓約書を提出しない者も、本新株予約権を行使することができ

ません。
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(h) 本新株予約権の譲渡

　本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要しま

す。

(i) 当社による本新株予約権の取得

①当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を

取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役

会が別途定める日の到来日をもって、全ての本新株予約権を無償で取得す

ることができるものとします。

②当社は、当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、非適格者以外の

者が有する本新株予約権のうち当該当社取締役会が定める日の前日までに

未行使のもの全てを取得し、これと引き換えに、本新株予約権１個につき

対象株式数に相当する数の当社株式を交付することができます。

また、当社は、かかる取得がなされた日以降に、本新株予約権を有する者

のうちに非適格者以外の者が存在すると当社取締役会が認める場合には、

上記の取得がなされた日より後の当社取締役会が定める日の到来日をもっ

て、当該者の有する本新株予約権のうち当該当社取締役会が定める日の前

日までに未行使のものを全て取得し、これと引き換えに、本新株予約権１

個につき対象株式数に相当する数の当社株式を交付することができるもの

とし、その後も同様とします。

③当社は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以降の日で取締役会が別

途定める日の到来日をもって、非適格者が有する本新株予約権の全てを取

得し、これと引き換えに、取得に係る本新株予約権と同数の新株予約権で

非適格者の行使に一定の制約（注18）が付されたものを対価として交付す

ることができます。また、当該新株予約権には、一定の場合に合理的な対

価を交付することにより当社が取得することができること等の取得条項が

規定される場合があります。当該新株予約権の詳細については、本新株予

約権無償割当て決議において定めるものとします。

④その他の取得に関する事項については、本新株予約権無償割当て決議にお

いて別途定めるものとします。
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(j) 合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の

交付

　本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。

(k) 新株予約権証券の発行

　本新株予約権に係る新株予約権証券は発行しません。

(l) その他

　上記に定めるほか、本新株予約権の内容の詳細は、本新株予約権無償割当て

決議において別途定めるものとします。

(4) 本プランの有効期間、廃止及び変更

　本プランの有効期間は、本総会終結後３年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会終結の時までとします。ただし、当該時点において、現

に買付等を行っている者又は買付等を企図する者であって当社取締役会において定

める者が存在する場合には、当該行われている又は企図されている買付等への対応

のために必要な限度で、かかる有効期間は延長されるものとします。また、その有

効期間の満了前であっても、当社の取締役会により本プランを廃止する旨の決議が

行われた場合には、本プランは当該決議に従い廃止されるものとします。

　また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法

令、金融商品取引所の規程・規則等の新設又は改廃が行われ、かかる新設又は改廃

を反映することが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うこと

が適切である場合、又は当社株主に不利益を与えない場合等本総会の決議の趣旨に

反しない場合には、独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、又は変更す

ることができるものとします。

　当社は、本プランが廃止、修正又は変更された場合には、当該廃止、修正又は変

更の事実及び（修正・変更の場合には）修正・変更の内容その他の事項について、

情報開示を速やかに行います。
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(5) 法令の改正等による修正

　本プランで引用する法令の規定は、2021年11月15日現在施行されている規定を前

提としているものであり、同日以後、法令の新設又は改廃により、上記各項に定め

る条項乃至用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合には、当該新設又は改廃

の趣旨を考慮の上、上記各項に定める条項乃至用語の意義等を適宜合理的な範囲内

で読み替えることができるものとします。

(6) その他の事項

　本プランの内容のうち、本議案に定めのない事項又は本議案に抵触しない事項に

ついては、当社取締役会において定めることができるものとします。

（注１）第三者に対して買付等を勧誘する行為を含みます。

（注２）金融商品取引法第27条の23第１項に定義されます。本議案において別段の定め

がない限り同じとします。

（注３）金融商品取引法第27条の23第３項に基づき保有者に含まれる者を含みます（当

社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）。本議案において同じ

とします。

（注４）金融商品取引法第27条の23第４項に定義されます。本議案において同じとしま

す。

（注５）金融商品取引法第27条の２第１項に定義されます。

（注６）金融商品取引法第27条の２第６項に定義されます。本議案において同じとしま

す。

（注７）金融商品取引法第27条の２第８項に定義されます。本議案において同じとしま

す。

（注８）金融商品取引法第27条の２第７項に定義されます（当社取締役会がこれに該当

すると認めた者を含みます。）。ただし、同項第１号に掲げる者については、

発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２

項で定める者を除きます。本議案において同じとします。
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（注９）金融商品取引法第27条の23第５項に規定される共同保有者をいい、同条第６項

に基づき共同保有者とみなされる者を含みます（当社取締役会がこれに該当す

ると認めた者を含みます。）。本議案において同じとします。

（注10）「当該株券等取得者と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し

若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係」が樹立されたか否か

の判定は、新たな出資関係、業務提携関係、取引ないし契約関係、役員兼任関

係、資金提供関係、信用供与関係、デリバティブや貸株等を通じた当社株券等

に関する実質的な利害関係等の形成や、当該株券等取得者及び当該他の株主が

当社に対して直接・間接に及ぼす影響等を基礎として行うものとします。

（注11）本文の③所定の行為がなされたか否かの判断は、当社取締役会が合理的に判断

するものとします。なお、当社取締役会は、本文の③所定の要件に該当するか

否かの判定に必要とされる範囲において、当社の株主に対して必要な情報の提

供を求めることがあります。

（注12）金融商品取引法施行令第９条第５項に定義されます。

（注13）買付者等がファンドの場合は、各組合員その他の構成員について①に準じた情

報を含みます。

（注14）具体的には、株主総会において買付者等に対し買付等の中止を求める決議を行

うことなどが考えられます。

（注15）原則として、当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等

保有割合が20％以上である者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含

みます。）をいいます。ただし、その者が当社の株券等を取得・保有すること

が当社の企業価値又は株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者そ

の他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める所定の者

は、特定大量保有者に該当しないものとします。本議案において同じとしま

す。

（注16）原則として、公開買付けによって当社が発行者である株券等（金融商品取引法

第27条の２第１項に定義されます。以下本注において同じとします。）の買付

等（同法第27条の２第１項に定義されます。以下本注において同じとしま

す。）を行う旨の公告を行った者で、当該買付等の後におけるその者の所有

（これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第７条第１項に定める場合を
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含みます。）に係る株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者の株券等所

有割合と合計して20％以上となる者（当社取締役会がこれらに該当すると認め

た者を含みます。）をいいます。ただし、その者が当社の株券等を取得・保有

することが当社の企業価値又は株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認

めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める

所定の者は、特定大量買付者に該当しないものとします。本議案において同じ

とします。

（注17）ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若しく

はその者と共同の支配下にある者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者

を含みます。）、又はその者と協調して行動する者として当社取締役会が認め

た者をいいます。なお、「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の

決定を支配している場合」（会社法施行規則第３条第３項に定義されます。）

をいいます。

（注18）具体的には、(x)買付者等が本新株予約権無償割当て決議後に買付等を中止若

しくは撤回又は爾後買付等を実施しないことを誓約するとともに、買付者等そ

の他の非適格者が当社が認める証券会社に委託をして当社株式を処分した場合

で、かつ、(y)買付者等の株券等保有割合（ただし、株券等保有割合の計算に

当たっては、買付者等やその共同保有者以外の非適格者についても当該買付者

等の共同保有者とみなして算定を行うものとし、また、非適格者の保有する当

該新株予約権のうち行使条件が充足されていないものは除外して算定するもの

とします。）として当社取締役会が認めた割合が、20％を下回っている場合

は、当該処分を行った買付者等その他の非適格者は、その保有する当該新株予

約権につき、当該20％を下回る割合の範囲内に限り行使することができること

などが定められることが予定されています。

以　上
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独立委員会規則の概要

・独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。

・独立委員会の委員は、３名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立してい

る、(ⅰ)当社社外取締役、又は(ⅱ)有識者のいずれかに該当する者の中から、当社取

締役会が選任する。ただし、有識者は、実績ある会社経営者、官庁出身者、投資銀行

業務若しくは当社の業務領域に精通する者、弁護士、公認会計士若しくは会社法等を

主たる研究対象とする研究者又はこれらに準ずる者でなければならず、また、別途当

社取締役会が指定する善管注意義務条項等を含む契約を当社との間で締結した者でな

ければならない。

・独立委員会委員の任期は、本総会終結後３年以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時株主総会終結の時までとする。ただし、当社取締役会の決議により別

段の定めをした場合はこの限りでない。また、当社社外取締役であった独立委員会委

員が、それらの地位を失った場合（再任された場合を除く。）には、独立委員会委員

としての任期も同時に終了するものとする。

・独立委員会は、以下の各号に記載される事項について決定し、その決定の内容を、そ

の理由を付して当社取締役会に対して勧告することができる。当社取締役会は、この

独立委員会の勧告を最大限尊重して、会社法上の機関としての決定を行う（ただし、

株主意思確認総会において別段の決議がなされた場合は、当該株主総会決議に従

う。）。なお、独立委員会の各委員は、こうした決定にあたっては、当社の企業価値

ひいては株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、専ら自己

又は当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはならない。

① 本新株予約権の無償割当てその他の法令及び当社定款の下で取りうる合理的な施

策（以下「本新株予約権の無償割当て等」と総称する。）の実施又は不実施

② 本新株予約権の無償割当て等の中止又は本新株予約権の無償取得

③ 本プランの対象となる買付等への該当性の判断

④ 買付者等及び当社取締役会が独立委員会に提供すべき情報及びその回答期限の決

定
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⑤ 買付者等の買付等の内容の精査・検討

⑥ 買付者等との協議・交渉

⑦ 当社取締役会に対する代替案の提出の要求・当社取締役会の提出する代替案の検

討

⑧ 独立委員会検討期間の延長の決定

⑨ 本新株予約権の無償割当て等の実施に関する株主総会招集の要否の判断

⑩ 本プランの修正又は変更の承認

⑪ 本プラン以外の買収防衛策の導入の是非の判断

⑫ その他本プランにおいて独立委員会が行うことができると定められた事項

⑬ 当社取締役会が別途独立委員会に諮問し、又は別途独立委員会が行うことができ

るものと定めた事項

・独立委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、従業員その他独立委員会

が必要と認める者の出席を要求し、独立委員会が求める事項に関する説明を求めるこ

とができる。

・独立委員会は、当社の費用で、ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護

士、税理士、コンサルタントその他の専門家の助言を得ること等ができる。

・各独立委員会委員は、買付等がなされた場合その他いつでも独立委員会を招集するこ

とができる。

・独立委員会の決議は、原則として、独立委員会委員の全員が出席（テレビ会議又は電

話会議による出席を含む。以下同じとする。）し、その議決権の過半数をもってこれ

を行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、独立委員会委員の過半数が出席

し、その議決権の過半数をもってこれを行うことができる。

以　上

－ 24 －
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別紙２

氏 名 略 歴

かわ

川

 

　
さき

﨑

 

　
とし

俊

 

　
ゆき

之
（1951年９月17日生）

1975年４月 旭化成工業㈱入社

2003年６月 同社経営戦略室長

2005年４月 旭化成ケミカルズ㈱合成ゴム事業部長

2008年４月 同社執行役員

2011年６月 旭化成㈱常勤監査役

2015年６月 当社社外取締役

2020年６月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

なり

成

 

　
た

田

 

　
むつ

睦

 

　
お

夫
（1956年５月12日生）

1981年４月 旭化成工業㈱入社

2006年12月 旭化成ケミカルズ㈱川崎製造所合成ゴム製造部長

2011年４月 同社執行役員水島製造所長

2013年４月 同社取締役兼常務執行役員

2016年４月 旭化成㈱上席執行役員

2017年４月 同社常務執行役員兼製造技術統括部部長

2018年４月 同社常務執行役員兼製造統括本部長

2019年６月 当社社外取締役

2020年６月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

た

田

 

　
ぐち

口

 

　
かず

和

 

　
ゆき

幸
（1966年３月11日生）

1989年４月 司法研修所（43期）

1991年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会）

阿部・井窪・片山法律事務所入所

1998年１月 同事務所パートナー（現在に至る）

2005年６月 ビ・ライフ投資法人監督役員

2005年６月 ㈱エフティコミュニケーションズ監査役

2006年６月 ㈱アールテック・ウエノ監査役

別紙２

独立委員会委員略歴

（注）１. 川﨑俊之、成田睦夫の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。

２. 当社は、川﨑俊之、成田睦夫の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同

取引所に届け出ております。

３. 各氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以　上

－ 25 －
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地図

交通 ◆東京メトロ銀座線・南北線

｢溜池山王駅｣より徒歩約５分

(13番出口)

◆東京メトロ千代田線・丸ノ内線

｢国会議事堂前駅｣より徒歩約８分

(13番出口)

株主総会会場ご案内図

（赤坂一丁目センタービル13階　本社会議室）

東京都港区赤坂一丁目11番30号　電話(03)5561－6200（代表）

赤坂一丁目
センタービル

至赤坂見附駅

千代田線

丸
ノ
内
線

至永田町駅

国会議事堂前駅
至霞ケ関駅

首相官邸

溜池山王駅

至赤坂駅

外
堀
通
り

至虎ノ門駅

南
北
線

メディカルスクエア赤坂

ANAインターコンチネンタル
ホテル東京

アークヒルズ

霊南坂教会

至六本木一丁目駅

アメリカ大使館

首
都
高
速
環
状
線

銀座線

13番
出口

コマツビル

ATT新館

（お願い）
駐車スペースがございませんので、当日のお車でのお越しはご遠慮くださいますようお願
い申しあげます。


